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別表第１－１ 特性表（建築物の特性表）

主屋（茅葺） 主屋（茅葺以外） 蚕室

主屋に近接して建てられる

構造
木造、切妻造、茅葺、二階
建、平入り、中央に突き上げ
屋根（開口部）をもつ、真壁造

木造、切妻造、桟瓦葺、二階
建、平入り、中央に腰屋根を
もつものがある

木造、総二階建、切妻造、桟
瓦葺、平入り、真壁造

規模
（平面形式）

桁行7～10間、梁間3～4間
程度

桁行6.5～12間、梁間4.5～6
間程度

桁行5間、梁間2間程度

形式
切妻造、茅葺（鉄板仮葺）、
中央に突き上げ屋根、

切妻造、桟瓦葺、中央に腰屋
根をもつものがある

切妻造、桟瓦葺、

勾配 矩勾配程度 25°から30°程度 25°から30°程度

材料 茅（麦わらが多い） 桟瓦 桟瓦

形式
大屋根の葺き下し部分
開放で雨戸が入る

開放で雨戸が入る 庇のみが多い

勾配 20°程度 20°程度 10°程度（庇）

材料 金属板葺

壁
妻側に貫を等間隔で入れる
突き上げ屋根の側面にも入る
漆喰仕上げ

妻側と平側両方または片方に
等間隔に貫を入れる
漆喰仕上げ

妻側、平側ともに等間隔で貫
を入れる
漆喰または中塗り仕上げ

開口部
（建具）

建具（障子）

出入口 大戸 木製建具 木製建具

附属屋（土蔵） 附属屋（馬小屋など） 社寺

主屋の脇または裏に近接して
建つ

主屋前方の離れたところ、ま
たは敷地の縁に近いところ

地形に沿って堂宇が並ぶ

構造
木造、切妻造、二階建、桟瓦
葺、置屋根、大壁造

木造、切妻造桟瓦葺、平屋と
二階屋あり、真壁造または大
壁造（土蔵造）

規模
（平面形式）

外便所は2間四方、馬小屋・
物置は桁行4～5間、梁間2間

形式 切妻造、桟瓦葺
切妻造、金属板葺まはた桟

瓦葺

勾配 25°から30°程度 緩い

材料 桟瓦 金属板葺または桟瓦葺

形式
2間ほどをオダレ（前室）また
は庇とする

庇のみ（外便所にはない）

勾配 屋根勾配と同じ 屋根勾配と同じか緩い

材料 金属板葺 金属板葺または桟瓦葺

壁

開口部
（建具）

木製建具

出入口 大戸 木製建具

外部
意匠

全体

漆喰仕上げまたは中塗り仕上げ

建
築
物

配置

屋根

下屋

それぞれ固有の構造、規模、
屋根形状、材料、外部意匠を
もつ

配置

建
築
物

屋根

下屋

外部

意匠

細長い地割のほぼ中央に建つ

全体

金属板葺または桟瓦葺

建具（障子またはガラス戸）



16

別表第１－２ 特性表（工作物の特性表）

屋敷地

畑地

社寺の参道

石造物

古い石垣は乱積みまたは落し積で、大振りの割り石を使用するものと小口の石を重ねるもの
がある。

土坡に沿って設けた通路の山側に土留めとして石垣を置く。

御影石の切石を使い参道の石段を造る。

道祖神の丸石神、六地蔵幢、石仏など、地区の歴史文化上重要なもの。
使い川の池（水溜）など、屋敷の景観上重要なもの。

石垣
・

石積
・

石段
・

石造物

工作物
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別表第２

伝統的建造物（建築物）

番号 保存計画番号 物件種別 員数 所在地 備考

００１ １－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1155-1 中村 笹子 宅

００２ １－１－２ 蚕室 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1155-1 〃

００３ ２－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1152-1 中村 勇 宅

００４ ３－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1104 中村 朝幸 宅

００５ ４－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1092-1 中村 一仁 宅

００６ ４－１－２ 土蔵 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1092-1 〃

００７ ４－１－３ 物置 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1092-1 〃

００８ ５－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1082 中村 一男 宅

００９ ６－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1099 中村 健一 宅

０１０ ６－１－２ 蚕室 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1099 〃

０１１ ７－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1083 中村 浩 宅

０１２ ８－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1085 中村 好洋 宅

０１３ ８－１－２ 蚕室 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1085 〃

０１４ ８－１－３ 物置 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1085 〃

０１５ ９－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1075 中村 昭和 宅

０１６ １０－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1069-1 中村 仁 宅

０１７ １０－１－２ 土蔵 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1069-1 〃

０１８ １０－１－３ 物置 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1069-1 〃

０１９ １１－１－１ 主屋 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1059-1 中村 富博 宅

０２０ １２－１－１ 観音堂 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1333 上条組管理

０２１ １３－１－１ 本殿 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 金井加里神社

０２２ １３－１－２ 拝殿 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 〃

０２３ １３－１－３ 随身門 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 〃

０２４ １４－１－１ 本堂 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 福蔵院

０２５ １４－１－２ 庫裏 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 〃

０２６ １４－１－３ 仁王門 １棟 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 〃
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別表第３－１

伝統的建造物（工作物・石垣）

番号 保存計画番号 物件種別
員数

(単位：ｍ)
所在地

保存計画明細

（単位：ｍ）

０２７ １－２－１ 石垣 28.9 山梨県甲州市塩山下小田原 1067 ① 28.9

０２８ ２－２－１ 石垣 17.3 山梨県甲州市塩山下小田原 1069-1 ① 17.3

０２９ ３－２－１ 石垣 16.3 山梨県甲州市塩山下小田原 1080-2 ① 16.3

０３０ ３－２－２ 石垣 24.1 山梨県甲州市塩山下小田原 1080-2 ① 24.1

０３１ ４－２－１ 石垣 14.0 山梨県甲州市塩山下小田原 1082-2 ① 14.0

０３２ ５－２－１ 石垣 38.0 山梨県甲州市塩山下小田原 1085-1 ① 38.0

０３３ ６－２－１ 石垣 22.4 山梨県甲州市塩山下小田原 1092-1 ① 22.4

０３４ ７－２－１ 石垣 30.4 山梨県甲州市塩山下小田原 1093-1 ① 30.4

０３５ ８－２－１ 石垣 21.4 山梨県甲州市塩山下小田原 1099-1 ① 15.2

② 6.2

０３６ ８－２－２ 石垣 28.2 山梨県甲州市塩山下小田原 1099-1 ① 1.0

② 6.1

③ 21.1

０３７ ９－２－１ 石垣 35.7 山梨県甲州市塩山下小田原 1109 ① 35.7

０３８ １０－２－１ 石垣 10.4 山梨県甲州市塩山下小田原 1110 ① 10.4

０３９ １１－２－１ 石垣 9.5 山梨県甲州市塩山下小田原 1111 ① 9.5

０４０ １２－２－１ 石垣 25.0 山梨県甲州市塩山下小田原 1156 ① 17.2

② 7.8

０４１ １３－２－１ 石垣 27.5 山梨県甲州市塩山下小田原 1163 ① 10.7

② 16.8

０４２ １４－２－１ 石垣 20.5 山梨県甲州市塩山下小田原 1165 ① 20.5

０４３ １５－２－１ 石垣 3.8 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 ① 2.1

② 1.7

０４４ １５－２－２ 石垣 8.0 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 ① 6.5

② 1.5

０４５ １６－２－１ 石垣 23.2 山梨県甲州市塩山下小田原 1005-1 ① 9.6

② 13.6

０４６ １６－２－２ 石垣 21.3 山梨県甲州市塩山下小田原 1005-2 ① 21.3

計 425.9 20 ヶ所
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別表第３－２

伝統的建造物（工作物・石段）

番号 保存計画番号 物件種別
員数

(単位：ｍ)
所在地

保存計画明細

（単位：ｍ）

０４７ １７－２－１ 石段 3.2 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 幅 2.1 長 3.2

０４８ １７－２－２ 石段 1.6 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 幅 2.2 長 1.6

０４９ １７－２－３ 石段 1.0 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 幅 2.2 長 1.0

０５０ １８－２－１ 石段 10.3 山梨県甲州市塩山下小田原 1017-23 幅 2.8 長 10.3

０５１ １９－２－１ 石段 9.8 山梨県甲州市塩山下小田原 1005-1 幅 3.2 長 9.8

０５２ １９－２－２ 石段 7.1 山梨県甲州市塩山下小田原 1005-1 幅 2.8 長 7.1

０５３ １９－２－３ 石段 1.6 山梨県甲州市塩山下小田原 1005-1 幅 3.1 長 1.6

34.6 7 ヶ所

別表第３－３

伝統的建造物（工作物・石造物等）

番号 保存計画番号 物件種別 員数 所在地
保存計画明細

（単位：ｍ）

０５４ ２０－２－１ 池 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1085-1 横 2.0 縦 2.1

０５５ ２１－２－１ 池 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1155-1 横 3.0 縦 2.5

０５６ ２２－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1105-1 道祖神

０５７ ２３－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1343 六地蔵幢 高 2.1

０５８ ２４－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1104-3 四つ辻の観音様

０５９ ２５－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 産の神

０６０ ２６－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1016 手水鉢

横 1.1 縦 0.7 高 0.7

０６１ ２７－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 灯籠（東） 高 2.4

０６２ ２７－２－２ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 灯籠（西） 高 2.4

０６３ ２８－２－１ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 石仏（東） 高 1.1

０６４ ２８－２－２ 石造物 １ 山梨県甲州市塩山下小田原 1005 石仏（西） 高 1.2
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別表第４

伝統的建造物（環境物件）

番号 保存計画番号 物件種別 所在地
保存計画明細

（単位：ｍ）

１

１－１

古道

農道上下小田原２５号線

（起点）山梨県甲州市塩山下小田原 1017-23 先

（終点）山梨県甲州市塩山下小田原 1017-3 先

１５８

１－２

農道上下小田原３８号線

（起点）山梨県甲州市塩山下小田原 1016 先

（終点）山梨県甲州市塩山下小田原 1332-4 先

２８９

１－３

農道上下小田原１４号線

（起点）山梨県甲州市塩山下小田原 1344-1 先

（終点）山梨県甲州市塩山下小田原 1058-3 先

３２
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別表第５－１ 修理基準（建築物の修理基準）

主屋（茅葺） 主屋（茅葺以外） 蚕室

構造

規模
（平面形式）

形式

勾配

材料

形式

勾配

材料

壁

開口部

（建具）

出入口

附属屋（土蔵） 附属屋（馬小屋など） 社寺

構造

規模
（平面形式）

形式

勾配

材料

形式

勾配

材料

壁

開口部
（建具）

出入口

全体

屋根

下屋

外部
意匠

建
築
物

現状維持のための修理もしくは伝統的形式を回復するための復元的修理とする。
復元的修理は、痕跡や史料等の根拠に基づくものとし、明確な根拠に乏しい場合は、地区
内もしくは近隣の同形式、同時代の建築物を類例として参照することができる。

現状維持のための修理もしくは伝統的形式を回復するための復元的修理とする。
復元的修理は、痕跡や史料等の根拠に基づくものとし、明確な根拠に乏しい場合は、地区
内もしくは近隣の同形式、同時代の建築物を類例として参照することができる。

建
築
物

全体

屋根

下屋

外部
意匠
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別表第５－２ 修理基準（工作物の修理基準）

屋敷地

畑地

社寺の参道

石造物

現状維持もしくは伝統的形式を回復するための復元的修理とする。
安全性のため、必要に応じて石垣の裏側を補強し、崩落防止の措置をとる。

工作物

石垣
・

石段
・

石造物

現状維持もしくは伝統的形式を回復するための復元的修理とする。
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別表第６－１ 修景基準（建築物の修景基準）

主屋（茅葺） 主屋（茅葺以外） 蚕室

構造

規模
（平面形式）

形式

勾配

材料

形式

勾配

材料

壁

開口部
（建具）

出入口 原則として、木製建具とする。

附属屋（土蔵） 附属屋（馬小屋など） 社寺

構造

規模
（平面形式）

形式

勾配

材料

形式
周囲の伝統的建造物と同様
の規模、構造とする（別途内
規を設ける）。

庇のみとする。

勾配

材料

壁

開口部
（建具）

出入口

切妻造とし、勾配は25～30％
程度とする。

桟瓦葺または金属板葺とし、色彩は周囲の伝統的建造物と
調和をとり、歴史的風致を壊さないものとする。

屋根勾配と同じとする。

桟瓦葺または金属板葺とし、色彩は周囲の伝統的建造物と
調和をとり、歴史的風致を壊さないものとする。

全体

現状維持とし、新築の場合は屋敷地の旧状を調査し、建築
物等の位置を確認した上で、伝統的な屋敷構えを維持す
る。
新築の場合は伝統的工法による木造、二階建以下とし、規
模は特性表に倣う。

建
築
物

全体
現状維持とし、新築の場合は屋敷地の旧状を調査し、建築物等の位置を確認した上で、伝
統的な屋敷構えを維持する。
新築の場合は伝統的工法による木造、二階建以下とし、規模は特性表に倣う。

屋根

下屋

周囲の伝統的建造物と同様の規模、構造とする。
10％程度の勾配とし、桟瓦葺または金属板葺とする。
色彩は周囲の伝統的建造物と調和をとり、歴史的風致を壊さ
ないものとする。

原則として、土壁真壁とし、漆喰で仕上げる。調査により判明したものであれば等間隔に貫を
入れる。正面の建具は木製ガラス戸または木製障子として、その前に雨戸を入れる。機能上
の必要性からアルミサッシを設ける場合、木製建具の内側に設ける。

原則として、木製大戸または木製建具とする。

突き上げ屋根をもつ茅葺また
は金属板仮葺、切妻造で、勾
配は矩勾配程度とする。

桟瓦葺、切妻造とし、勾配は25～30度程度とする。

金属板仮葺または桟瓦葺とし、色彩は周囲の伝統的建造物と調和をとり、歴史的風致を壊
さないものとする。

庇とし、原則として、金属板葺
とする。勾配は10～20度程度
とする。

外部
意匠

下屋

外部
意匠

建
築
物

現状維持とし、新築の場合は
境内の旧状を調査し、建築物
等の位置を確認した上で、伝
統的な境内の構えを維持す
る。
伝統的工法による木造、二階
建以下とし、規模・構造は伝
統的なものに倣う。

新築の場合、古写真、資料、
履歴等に基づき、伝統的様
式、材料、および技法等によ
り復元するものとする。
既存の建築物の修景につい
ては、周囲の伝統的建造物

の様式、材料および技法に倣
う。

原則として、土壁大壁とし、仕
上げは漆喰とする。建具は原
則として、木製建具とする。

原則として、壁は土壁真壁、
建具は木製建具とする。

屋根

切妻造、置屋根形式とする。
勾配は、地区内の類例に倣
う。
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別表第６－２ 修景基準（工作物の修景基準）

屋敷地

畑地

社寺の参道

石造物

原則として伝統的工法によるが、安全性のため必要に応じて石垣の裏側を補強するなど、
崩落防止の措置を行う。

石垣
・

石段
・

石造物

工作物
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別表第７－１ 許可基準（建築物の許可基準）

主屋 附属屋 社寺

構造

規模
（平面形式）

形式

勾配

材料

形式

勾配

材料

壁

開口部
（建具）

出入口

建
築

物

全体

原則として既存の屋敷地の現状を維持、あるいは当初の形
態に復旧し、伝統的な屋敷構えを踏襲する。

周囲の歴史的風致と調和する木造、切妻造、二階建以下と
し、規模は特性表に倣う。

屋根

金属板葺または桟瓦葺とし、色彩は周囲の伝統的建造物と

調和をとり、歴史的風致を壊さないものとする。

下屋
桟瓦葺または金属板葺とし、色彩は周囲の歴史的風致と調

和するものとする。

周囲の歴史的風致と調和するものとする。

周囲の歴史的風致と調和する位置・規模を原則とする。建具

は木製の色調のものとする。

周囲の歴史的風致と調和する位置・規模を原則とする。建具
は木製の色調のものとし、玄関は引戸を原則とする。

桟瓦葺、茅葺または金属板葺、切妻造とし、形式は特性表

に従う。

外部
意匠

原則として、既存の境内地の現
状を維持、あるいは当初の形態

に復旧し、伝統的な境内の構え
を踏襲する。

周囲の歴史的風致と調和するも
のとする。

既存の形式、勾配に倣う。

材料は伝統的なものまたは金属
板葺とし、色彩は周囲の歴史的

風致と調和するものとする。

別表第７－２ 許可基準（工作物の許可基準）

屋敷地

畑地

社寺の参道

石造物

周囲の歴史的景観に調和したものとする。

可能な限り伝統的工法・材料を採用するが、安全性のため必要に応じて建材の使用を認め
る。その場合においても、極力歴史的景観に配慮するものとする。

擁壁・水路等

石垣
・

石段

・
石造物

原則として伝統的工法によるが、安全性のため必要に応じて石垣の裏側を補強するなど、崩

落防止の措置を行う。

工作物
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別図第１ 山梨県甲州市塩山下小田原上条伝統的建造物群保存地区
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別図第２－１ 伝統的建造物（建築物）
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別図第２－２ 伝統的建造物（工作物・石垣）
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別図第２－３ 伝統的建造物（工作物・石段）
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別図第２－４ 伝統的建造物（工作物・石造物等）



31

別図第３ 伝統的建造物（環境物件）


